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３ 脱炭素社会、自然共生社会への貢献 

廃棄物をめぐる問題は、私たちの身近な生活環境に関わる課題であるとともに、天然資源の

枯渇や地球温暖化などの地球規模の環境問題にもつながっており、今後の社会経済状況の動向

を見据えながら、循環型社会、脱炭素社会、自然共生社会づくりの取組みを統合的に進める必

要があります。

 具体的には、地球温暖化対策が喫緊の課題となっている中、国内外において脱炭素社会に向

けた動きが加速しており、このような状況を踏まえて、廃棄物分野においても温室効果ガスの

排出削減を進める必要があります。

また、持続可能な社会の実現にあたっては、豊かな自然環境や生態系のバランスを維持する

ことが重要であり、未利用間伐材の利用等の国産のバイオマスの利用や適正な森林整備など、

自然共生の考えを取り入れた取組みを進めていくことも求められています。

 このため本市は、循環型の取組みをさらに推進するとともに、脱炭素社会、自然共生社会へ

の貢献にも取り組みます。

（１）廃棄物処理における脱炭素社会への貢献 

2020（令和 2）年 10月、本市においてもゼロカーボンシティの宣言を行うなど、脱炭
素社会に向けた取組みをより一層推進することとしています。

北九州市地球温暖化対策実行計画との整合性を図りながら、国の示す取組内容にも注視

しつつ、ごみの減量化による廃棄物部門からのCO2発生量の抑制をはじめ、廃棄物処理施

設における省エネ対策や廃棄物発電効率の向上など、脱炭素社会への貢献に向けた取組み

を進めます。

ア  ごみ減量化 

ごみの減量化・資源化を推進し、廃棄物を焼却することによるCO2の発生や、収集運

搬や処理（焼却、埋立等）における燃料消費量の削減を図ることで、廃棄物部門から発

生するCO2量を抑制します。

イ  プラスチック対策 

化石燃料由来であるプラスチック類は、焼却時に多くのCO2を発生することから、温

暖化対策におけるプラスチックごみの削減は特に重要です。プラスチックスマート推進

事業やプラスチック製品の分別収集・リサイクルの検討を進め、プラスチック類の焼却

量を削減します。

また、家庭ごみ用等の指定袋やまち美化ボランティア袋にバイオマスプラスチック原

料を使用することにより、石油由来のプラスチック使用量を削減し、環境負荷の低減を

図ります。

３ 脱炭素社会、自然共生社会への貢献 
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ウ  ごみ処理における環境負荷対策

ごみ処理施設の更新時には、高効率発電設備や省エネルギー型機器を導入するなど、

できるかぎり環境への負荷を低減します。また、ごみの収集運搬時には、収集運搬の効

率化やエコドライブの実施などに努めます。

エ  施設の長寿命化対策の推進

財政負担を抑制しつつ、処理能力等の機能の維持・向上を図り、長寿命化を推進する

ことで、ごみ処理施設の更新（建設）における温室効果ガスの削減に貢献します。 

オ  廃棄物発電の有効活用

焼却時に発生する熱エネルギーを有効利用して発電し、電力会社等へ売電することに

より、発電時に発生する温室効果ガスの削減に貢献します。

カ  脱炭素社会の実現を見据えた先進事例の研究

2050年に向けた脱炭素社会の実現を見据え、低燃費型の収集運搬車両の導入促進や、
焼却工場から排出される排ガスからのCO2の分離回収・活用といった先進都市の取組事

例や技術革新の動向にも注視していきます。
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（２）自然共生の推進

本市は、三方を海に囲まれ 200kmを超える長い海岸線を有し、市域の約 4割を森林が
占めるなど、工業都市、産業都市でありながら豊かな自然に恵まれています。

これからもこの特徴を活かしていくために、ごみ処理施設や最終処分場の整備・利用に

あたっては周辺の生活環境の保全や自然環境との共生に努めるほか、未利用間伐材や下水

汚泥等のバイオマス資源の活用を推進します。

ア 廃食用油の回収

家庭で使用した廃食用油から生成したバイオディーゼル燃料（BDF）の活用を推進す
るため、市民周知や啓発に努めるとともに、スーパー等の新設の際に回収ボックスの設

置を働きかけます。

イ 生ごみや剪定枝の資源循環

生ごみの堆肥化や剪定枝のチップ化などを推進し、資源循環を目指します。生ごみに

ついては、都市部と農村部の地域特性を活かし、その堆肥で作られた農作物がスーパー

などで利用・販売されるような循環圏の構築を、民間事業者や周辺自治体と連携しなが

ら進めます。

ウ 下水汚泥の活用

下水汚泥から石炭などの代替燃料を製造し、市内で利用する事業を推進します。

エ 間伐材・伐採竹の利用検討 

里地里山の再生を図るため、市内森林の適正管理、放置竹林伐採を行い、その際に生

じる間伐材、伐採竹などの地域の資源をバイオマス資源として活用することで、資源の

地域循環、脱炭素化、里地里山の保全、地域経済の活性化の達成に向けた検討を進めま

す。低質木材や林地残材等については、エネルギー活用も検討し、バイオマス発電やバ

イオマスボイラの導入を推進します。
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（３）まち美化対策の推進

ごみのない清潔で美しいまちづくりを推進するため、「北九州市空き缶等の散乱の防止

に関する条例」に基づき、まち美化促進区域の指定やまち美化推進員の選任などを行うと

ともに、まち美化に関する啓発事業を幅広く実施しています。

また、2008（平成20）年4月から、「北九州市迷惑行為のない快適な生活環境の確保に
関する条例」など、モラル・マナーアップに関する条例がスタートし、市民と事業者、行

政が一体となって快適で住みやすいまちづくりに取り組んでいます。

ア まち美化意識の向上

市民、事業者、行政が協力・連携し、毎年度実施し

ている、5月30日のごみゼロの日を中心とした清掃活動
「“クリーン北九州”まち美化キャンペーン」や、10月
の「清潔なまちづくり週間」「市民いっせいまち美化の日」

など、引き続き、既存の施策の強化を図るとともに、

より実効性の高い取組みについて検討します。

また、ポイ捨ての実態把握と分析を定期的に実施

するとともに、その結果を市民に公表し、市民のまち美化意識の高揚を図ります。

イ 市民活動の促進 

まち美化活動団体や花づくり団体、道路サポーターや公園愛護会、河川愛護団体、事

業者などとの連携を強め、その活動を支援することにより、地域の道路、公園、河川、

海浜等の清掃など、市民の自主的なまち美化活動の輪を拡大します。

東日本の海岸では国内起因の漂着物が大半を占めているとの報告もあり、本市の散乱

ごみ等も海に流出し、他の地域の漂着物となっている可能性もあります。河川・海浜清

掃、散乱ごみの撤去やポイ捨て防止に向けたまち美化活動は、流出防止策にも効果を上

げることになります。

ウ 海岸清掃・陸域及び海域からのごみの流出防止

官民一体となったボランティア清掃活動を行うことで、海域へのごみの流出を防止す

るとともに、各管理者と市町村がそれぞれの垣根を越え、ごみの回収について連携する

ことで、陸域や海域におけるごみの徹底回収を実現します。

ボランティア清掃活動を通じ、プラスチックごみによる海洋汚染の実態を知ることで、

ごみのポイ捨てやプラスチックごみの排出抑制に繋げます。

【“クリーン北九州”まち美化キャンペーン】 
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（４）海岸漂着物等の処理 

海岸等に漂流・漂着する大量の廃棄物が、漁業や生活環境、景観に悪影響を及ぼしてい

ます。これらの中には、発生源が海外と思われる廃棄物も漂着しています。中には危険性

が疑われる漂着物も存在することから、市民に対する危険性回避のため、定期的な回収、

適正処理を行っています。

発生源が広域で、一自治体の対応だけで発生抑制を図ることが困難であり、漂着廃棄物

の回収・処理には多くの人手や費用が必要となる事から、特段の財政支援措置等を国へ要

望しています。

ア  市内海岸に漂着する廃棄物の対策

海岸管理者と連携して、海岸のパトロールや漂着廃棄物の適正処理を行うとともに、

市民の安全確保を図るため、市政だよりや環境情報誌「ていたんプレス」、ホームページ

などにより、適宜、市民への注意喚起を行います。

イ  国に対する要望

漂着した廃棄物の発生源が海外である場合も多いことから、国に対して特段の財政措

置の実施や問題解決に向けた国際協力の推進など、引き続き要望していきます。 

【回収したポリタンク】 
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（５）不法投棄防止対策

本市では、不法投棄が多い場所に、監視カメラや看板の設置及びパトロール等の防止対

策を実施しています。

これらの取組みの結果、不法投棄件数や量は減少しているところですが、今後も不法投

棄防止に努め、生活環境の保全を図っていくことが必要です。

ア  不法投棄通報員制度

2000（平成 12）年度から、不法投棄対策や環境保全に協力的な市民を「不法投棄通

報員」として任命、日常生活で発見した不法投棄について本市に連絡してもらい、早期

撤去につなげる事で、不法投棄の長期化・拡大化を防止しています。 

イ  不法投棄防止監視カメラ・啓発看板の設置

市内の不法投棄されやすい場所に監視カメラを設置しています。なお、カメラにより

監視している旨を表示した看板を一緒に設置することで、抑止力の向上を図っています。

【啓発看板と監視カメラ】 

ウ  不法投棄防止パトロールの実施

不法投棄の未然防止・早期発見のため、平日だけではなく、多発地区を重点的に、土

日祝日及び夜間・早朝を含めたパトロールを実施しています。

エ  警察等関係機関との連携強化

警察や海上保安部等の関係機関と「北九州市廃棄物不法処理防止地域連絡協議会」を

定期的に開催し、情報交換等を行いながら、連携強化を図ります。

悪質な不法投棄については、警察等の関係機関と連携して、投棄物の撤去など厳正に

対処します。
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オ  民間事業者との連携強化

2017（平成29）年7月にヤマト運輸株式会社と、また2020（令和2年）11月に（公

社）福岡県産業資源循環協会北九州支部と、それぞれ不法投棄物発見時の通報等に係る

連携協定を締結しました。不法投棄物発見時の本市への通報による早期発見・拡大防止

に加え、「不法投棄監視中」等を記載したステッカーを事業活動に用いる車両に添付して

市内を走行してもらうことで、抑止効果を図っています。

【ヤマト運輸株式会社との連携協定締結】     【福岡県産業資源循環協会北九州市部との連携協定締結】 

【ステッカーを添付した車両】 
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（６）生活排水の適正な処理

下水道処理区域外については、現在、単独処理浄化槽、し尿汲み取り又は合併処理浄化

槽によって生活排水の処理を行っていますが、単独処理浄化槽とし尿汲み取りは、し尿の

みを対象としていることから、生活排水が未処理のまま河川等に放流されています。

このため、下水道処理区域外の単独処理浄化槽、し尿汲み取り便槽からの合併処理浄化

槽への転換を促進し、生活環境の保全を図っていくことが必要です。

ア  生活排水処理施設の整備

小型合併処理浄化槽を設置する方に対して設置費の一部の補助を行う、小型合併処理

浄化槽設置整備事業（1989（平成元）年度開始）を引き続き推進し､浄化槽の整備を図

っていきます。

また、生活排水対策の必要性や合併処理浄化槽の補助事業について、ホームページな

どによる広報・啓発活動を実施します。

浄化槽の維持管理については、浄化槽管理者に対して計画的に指導を実施していくと

ともに、保守点検・清掃業者への適切な指導助言を行うことにより、適正な維持管理を

進めていきます。

イ  し尿の処理

下水道の普及などによりし尿収集世帯数は年々減少していますが、未だし尿の汲み取

りに頼っている世帯もあり、今後とも、し尿収集は市民生活に欠かすことのできない業

務として、逐次規模を縮小させつつも継続していきます。

ウ  災害時の対策

大規模災害時には、避難所の仮設トイレや仮設住宅等からのし尿の発生が想定されま

す。また、処理施設や下水道管の被災等により、下水処理事業が中止または縮小を余儀

なくされる事態も想定されます。

このような状況においても、北九州市災害廃棄物処理計画（2019（令和元）年6月策

定）に基づき、適正かつ迅速に処理を進めていきます。


